
賃貸住宅トラブル

住み始めるときから、
「いつか出て行く時」に備えておこう！

住宅の賃貸借契約は長期間にわたることが多く、賃貸住宅のキズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕
しなければならないのかはっきりせずトラブルになることがあります。特に、退去時の「原状回復」
に関するトラブルが多くなっています。

契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類
の記載内容をよく確認しましょう。

入居するときには、部屋にキズや汚れがないか、設備が
きちんと動作するかよく確認し、写真を撮るなど記録
に残しておきましょう。

設備の不具合や雨漏りなどのトラブルが起きたら、
すぐに貸主側に相談しましょう。

退去時の部屋の状況を賃主と確認。精算内容をよく
確認し、納得できない点は賃主に説明を求めましょう。

契約時

入居時

入居中

退去時

壁のクロス
張替え

15万円

ハウス

クリーニング

15万円

請求書
原状回復費用として

300,000
円

・壁のクロス張替え

・ハウスクリ
ーニング
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賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の
故意・過失、また、借主が通常の使用方法と
はいえないような使い方をしたことで生じた
キズや汚れなどを元の状態に戻すことをいい
ます。賃貸借契約が終了した時、借主は、
賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。
しかし、借主の責任によるものではないキズや
普通に使っていても生じる損耗、年月の経過
による損耗については、原状回復を行う義務
はありません。
※『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』（国土交通省）参照

とは原状回復「 」
アドバイス

宮崎県消費生活センター

都城支所

延岡支所

消費生活
相談窓口
（直通電話）


